
尾張旭市監査公表第５６号 
令和７年１２月１日付け尾張旭市監査公表第５３号をもって公表した定例監査結果

報告について、令和７年１２月１８日付け７市第１１３５号で市長から措置を講じた

旨の通知がありましたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１

４項の規定により次のとおり公表します。 
令和７年１２月２６日 
 

尾張旭市監査委員　山　田　義　浩　　　　　 
 
 
　    　　　　　　　　　　　　　　尾張旭市監査委員　市　原　誠　二　　　　　 

 
市民生活部市民課 

 監 査 の 指 摘 事 項 措　置　状　況

 同課における令和６年９月から令和７

年８月までの間の郵便切手等金券類の受

入及び使用状況について確認したところ、

令和７年１月及び３月に１０円切手、２０

円切手、５０円切手、１１０円切手及び　

３００円切手を大量に購入し受け入れの

上、ほとんどを令和７年度に繰り越してい

た。なお、これらの多くは令和７年８月末

時点でも使用されないままであった。 
また、６３円ハガキは、令和６年９月か

ら令和７年８月までの間の使用枚数が　

１５枚であるにもかかわらず、同月末時点

の残数が１，６５９枚であったので、令和

６年９月以前の状況を確認したところ、令

和６年１月に１，５６０枚購入し受け入れ

たものが同時点まで繰り越されていた。 
会計年度独立の原則の観点や経済性の

観点から、郵便切手等金券類は、購入の都

度在庫数を確認の上、必要枚数を計画的に

購入し、翌年度への繰越しは、必要最小限

とすべきである。 
金券類等取扱事務を適切に実施された

い。

切手及びハガキの購入に関しては、残

数と使用数を計算し、購入前に各担当と

相談の上、当該年度内に使用が見込まれ

るもののみを購入するよう徹底する。 

 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第２４３条

の２の規定により、公金の徴収若しくは収

納又は支出に関する事務（以下「公金事務」

当該業務に関して、課内で業務手順を

再確認した。 
再発防止のため、決裁データを格納す

るフォルダに、決裁後速やかに告示をす



 という。）を適切かつ確実に遂行すること

ができる者として指定するもの（以下「指

定公金事務取扱者」という。）に公金事務

を委託することができ、委託したときは、

指定公金事務取扱者の名称、住所又は事務

所の所在地、指定公金事務取扱者に委託し

た公金事務に係る歳入等又は歳出その他

総務省令で定める事項を告示しなければ

ならない。 
同課は、コンビニ交付サービスにおける

証明書交付手数料の収納事務の委託（委託

期間は、令和７年４月１日から令和８年３

月３１日まで）に関する告示について、令

和７年４月１日付けで起案・決裁し、同日

以降、公金事務を委託していたにもかかわ

らず、同月２１日に告示していた。 
事務処理を適切に実施されたい。

るようメモ・コメントを作成し、監査の指

摘事項を確認できるよう同フォルダ内に

監査報告書を保存した。 
 

 法第２３１条により、市の歳入を収入す

るときは、これを調定し、納入義務者に対

して納入の通知をしなければならない。し

かしながら、電子申請に係る郵便料につい

て、令和７年５月から８月までの間、調定

を決議することなく、納入義務者に対して

納入を通知の上、収入していた。 
適時適切に調定を決議されたい。

当該業務に関して、課内で業務手順を再 
確認した。 
今後は、市の歳入を収入するとき、調定

を行ってから納入義務者に対して納入を

通知し収入するよう手順を修正し、調定

決議書と納付書を併せて会計課へ提出す

ることとした。

 本市では、入札及び随意契約の公表に関

する取扱要綱（平成１１年尾張旭市要綱

等。以下「公表取扱要綱」という。）の規定

により、随意契約を締結する場合で、予定

価格が尾張旭市契約規則（昭和５３年尾張

旭市規則第１９号）第２５条に定める額を

超えるときは、その内容を公表しなければ

ならない（以下この公表を「随意契約の公

表」という。）が、尾張旭市証明書等自動交

付サービス契約約款について、随意契約の

公表が行われていなかった。 
公表取扱要綱に沿った事務処理を漏れ

なく実施されたい。 
なお、同課における随意契約の公表は、

昨年度の定例監査においても注意すべき

ものとして指摘し、今後は事務を改めると

当該業務に関して、課内で業務手順を

再確認した。 
次年度以降の随意契約の公表の際に誤

ることがないよう、決裁用データを格納

するフォルダに、監査の指摘事項のメモ

を追加するとともに、定例監査報告書を

同フォルダ内に保存し確認できるように

した。



 

 して市長から措置を講じた旨の通知があ

ったにもかかわらず、今回の監査でも同様

の事案が検出されたことから、改めて、確

実な是正改善を求める。


